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令和６年能登半島地震における奨学援護金等の支給を受けている者の現状

に関する報告について（通知）  
 
 

地方公務員災害補償基金業務規程（昭和 42 年地基規程第１号）第 31 条の５第３

項及び第 31 条の６第２項において、奨学援護金の支給を受けている者及び就労保育

援護金の支給を受けている者（以下「奨学援護金等の支給を受けている者」という。）

は、毎年１回、４月１日から同月末日までの間に奨学援護金等の支給対象となる在

学者等の現状に関する報告書（以下「報告書」という。）について、支部長に提出

しなければならないとしています。 

 また、支部長があらかじめその必要がないと認めて通知した場合はこの限りでは

ないとしています。 

令和６年能登半島地震に関して災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）が適用さ

れた市町村の区域に住所を有する奨学援護金等の支給を受けている者におかれて

は、被災状況により４月末日までに報告書を提出することが困難な状況にあること

が想定されます。 

そのため、各支部長におかれましては、あらかじめ、該当する奨学援護金等の支

給を受けている者に対し、報告書の提出期限を６月末日とする旨を通知するようお

願いいたします。 

 本通知に関する問合せがある場合は、本部企画課まで御連絡願います。  


